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▶場所・日時

屈折検査機器を使った 目の検査を実施します
　４月から、弱視や斜視の早期発見のため、３歳児健診で屈折検査機器を使った検査を実施しています。
　子どもの目の機能は３歳までに急速に発達し、６歳頃までに完成するため、治療の効果がみられるこの時期
までの早期発見、早期治療がとても大切です。検査は３～５秒で終わります。希望者は申し込みください。

▶対　　象　３歳児健診を受診済みで、屈折検査機器を使った検査を受けたことがない就学前の
お子さん
※年長児のお子さんは、10月の就学時健診で実施します。

▶自己負担　なし

▶実施方法　
保護者と一緒に椅子に座り、薄暗い部屋で１ｍ離れた場所から、屈折検査機器（カメ
ラ）の点滅している光を３～５秒見ます。光感受性てんかん発作が起こる可能性があ
りますので、てんかんの既往がある方は事前に主治医に相談してください。

・ 保健課おやこ保健係（☎ 54-3811  kenkou2@town.makubetsu.lg.jp）
※各日程の３日前までに申し込みください。

おやこ保健係
メール

場　所 日にち 受付時間 定員

保健福祉センター ９月11日㊊　11月６日㊊
１月15日㊊　３月11日㊊ ①午後３時30分

②午後４時
③午後４時30分

各日24人
札内コミュニティプラザ

８月８日㊋　９月１日㊎　10月13日㊎
11月２日㊍　12月４日㊊
１月５日㊎　２月８日㊍　３月１日㊎

調理時間
（漬け時間除く）

５分

保健課健康推進係
　（☎ 54-3811）

たたき胡瓜の
　　塩昆布あえ

１人分
48

キロカロリー

１人あたりの

野菜目標量
１日350g 以上

大量消費＆使い切り
かんたん

野菜レシピ
まずはプラスひとくち

つぎはプラス１皿

①下準備をする
・胡瓜は水洗いして水分をふき取り、両端を切り落と

し、全体に塩をまぶす。
②胡瓜をめん棒でたたいて、食べやすい大きさに折る

・ ビニール袋に胡瓜を入れて、胡瓜を少しずつ回転させ
ながら、すぎこぎなどで全体に割れ目が入るまでたた
き、食べやすい大きさに手で折る。

③調味料と塩昆布を入れてもみ、味をなじませる
・②のビニール袋に、塩昆布・ごま油・醤油を加え、袋を

ゆすったりもんだりして、胡瓜全体に味をなじませる。
・空気を抜いて、袋口を閉じる。
・10 分ほど冷蔵庫に置き、お皿に盛り付ける。

作り方

胡瓜２本
消費する！

暑い夏にぴったりの時短メニュー
です！
すぐ食べる場合は、胡瓜を冷蔵庫で
冷やしておくとおいしいですよ♪

シバサクちゃん

このメニューでひとり
100gの野菜がとれます！

・胡瓜　…… ２本（200g）
・塩　……… ひとつまみ
・塩昆布　… ５g
・ごま油　… 小さじ１
・醤油　…… 小さじ１/２

材料（２人分）

ビニール袋でつくる

❷材料に追加！
ツ ナ 缶・ご ま・生
姜・おろしにんに
く・たかのつめ・キ
ムチの素など

❶調味料をチェンジ！
鶏がらスープの素・ぽん
酢・冷やしラーメンのタ
レ・めんつゆなど

アレンジが楽しめる
レシピです ❸胡瓜をチェンジ！

キャベツやレタスに変
えても美味しいです。葉
を手でちぎり、ビニール
袋に空気を少し入れて
振ると味がなじみます。
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　私たちの生活に欠かせない電気は、使用方法を誤ると火災につながってしまいます。令和４年に全国で発生
した住宅火災のうち、約12％が電気機器・配線器具からの出火です。
　電気や電気機器などの使用方法を十分に理解し、火災を未然に防ぎましょう。

主な電気火災の原因

▶過電流
　たこ足配線などにより定格容量
を超えて電気機器を使用し続ける
と、過電流により発熱して発火する
恐れがあります。
　電気機器の消費電力などを確認
し、定格容量内で使用するようにし
ましょう。

▶トラッキング現象 ※
　プラグをコンセントに差し込ん
だままにしておくと、ほこりや湿気
が溜まってトラッキング現象が起
こり、出火する恐れがあります。
　プラグは定期的に掃除しましょ
う。
※プラグとコンセントとの間に溜まった

ほこりなどが湿気を帯びて微小なス
パークを繰り返し、やがて差し刃間に
電気回路が形成されて出火する現象。

▶短絡（ショート）
　電気コードの劣化や傷が付いて
剥き出しになった導線同士の接触
により、短絡（ショート）を起こして
出火する恐れがあります。
　長年使用している電気コードな
どは交換するようにしましょう。ま
た、電気コードの上に物を置かない
など、電気コードを傷付けないよう
に使用しましょう。 幕別消防署（☎ 54-2434）

　食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、生活支援を行うため、給付金を支給します。

こども課こども支援係（☎ 54-6621）
https://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/news/2023-0510-1358-19.html

子育て世帯生活支援特別給付金低所得の世帯対象
＼受給には手続きが必要な場合があります／

申請期限 令和６年２月29日㊍

▶対象者
児童を養育するひとり親の方のうち、次の①から④のい
ずれかに該当する方
②から④に該当する場合は、令和５年３月31日時点で18
歳未満（障害児の場合は20歳未満）の児童を養育する方

①令和５年３月分の児童扶養手当受給者
②令和５年４月分の新規児童扶養手当受給者
　（※①②の対象者にはすでに北海道から支給済みです。）
③公的年金等を受給していることにより、令和５年３月分

の児童扶養手当を受給していない方
④食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和

５年１月１日以降の収入が児童扶養手当を受給している
方と同じ水準となっている方

▶申請方法
申請者の世帯の状況によって、必要な申請書・添付書類
が異なります。申請前にこども課こども支援係まで連絡
ください。町ホームページでも申請書様式などを掲載し
ていますので、そちらも参照ください。

▶支給時期
申請内容を確認後、北海道から指定口座に可能な限り速
やかに支給します。

▶対象者
次の①、②のいずれかに該当する方

①令和４年度子育て世帯生活支援特別給付金の受給者（※
対象者にはすでに幕別町から支給済みです。）

②令和５年３月31日時点で18歳未満（障害児の場合は20歳
未満）の児童（令和６年２月末までに生まれた新生児も対
象）を養育する父母等で令和５年度住民税（均等割）が非
課税（未申告の場合は対象外）の世帯または令和５年１月
１日以降の収入が食費などの物価高騰の影響を受けて急
変し、住民税非課税相当の収入となった世帯

▶申請方法
申請前にこども課こども支援係まで連絡ください。町
ホームページでも申請書様式などを掲載していますの
で、そちらも参照ください。

※対象者のうち、児童手当（受給者が公務員の場合は申請必
要）または特別児童扶養手当を受給していて、令和５年度の
住民税（均等割）が非課税の方は申請不要で受給できます。

▶支給時期
申請内容を確認後、幕別町から指定口座に可能な限り速や
かに支給します。申請不要の対象者には随時支給します。

ひとり親世帯 ひとり親世帯以外の子育て世帯

令和６年２月29日㊍申請期限
※新生児の場合は３月15日㊎

ひとり親世帯以外の子育て世帯分の給付金を
すでに受給している方は対象外 ひとり親世帯分の給付金をすでに受給している方は対象外

１人当たり５万円

　児童１人当たり一律５万円支給額

町ホームページ

言葉を通して知るアイヌ文化 文：阪口 諒（さかぐち りょう）
生涯学習課 学芸員（☎ 54-2006）5
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「幕別町空き施設利用サポートセンター」が
オープンしました！
　町内の空き施設の増加を抑制し、地域の活性化を進めることを目的に、空き施設の発生の未然防止や築古施設
の老朽化への対策、空き施設の適正な管理と活用など、建築全般に関する課題について相談できる場所として、

「幕別町空き施設利用サポートセンター」がオープンしました。
　サポートセンターは、どなたでも利用できますので、気軽にご利用ください。

▶場　　所　錦町52番地の２（幕
ま く り

理１階）
▶利用時間　月曜日～木曜日／午前９時～午後５時

※不在の場合は、役場商工観光課に在席
していることがあります。

▶担  当  者　谷保 明洋（たにほ あきひろ）

▶電話番号　050-8887-3990

幕別町地域おこし協力隊（商工観光課）
一級建築士　一級建築施工管理技士
北海道災害応急危険度判定士

幕理は約10年前から空き施設となってい
た建物を担当者自ら改修。３カ月かけて
オープンの準備をしてきました。

電気機器からの火災を防ぎましょう！

　事業者を含めた幕別町との水道契約者を対象に、水道料金のうち基本料金を６カ月間無料とします。（手続きは
不要です。）使用量に応じた水量料金は対象外です。

▶期間および対象料金　令和５年９月検針分料金から令和６年２月検針分料金のうち基本料金６カ月分
▶対象者　対象期間に町の水道または簡易水道を契約している方（公的な施設を除く。）
▶その他　幕別町以外の水道事業者などから給水を受けている方や地下水のみを使用している方には、町の基本料金

相当額を助成します。申請時期は令和６年２月～３月を予定しています。
詳しくは町ホームページをご覧ください。

水道課庶務係（☎ 54-6424）

水道料金負担軽減対策支援事業

▼内装 外観▲


